
 

 

「障害児（通所・入所）給付費算定に係る体制等に関する届出書」等の提出について  

 

１ 平成３１年度当初体制届について 

以下２～５に該当する事業所においては、障害児（通所・入所）給付費算定に係る体

制等に関する届出書をご提出願います。なお、期日までに届出書が提出されなかった場

合、４月分の請求に支障が出る場合がありますのでご留意願います。 

 

２ 放課後等デイサービス事業所及び児童発達支援事業所の報酬区分の適用について（児

童発達支援・放課後等デイサービス） 

  開設から３か月を超えた事業所において、障害児の延利用人数を用いて区分を確認し

てください。また、下記に該当する事業所は書類を提出してください。 

（１）児童発達支援事業所 

ア 提出が必要な事業所 

区分に変更がある事業所 

イ 区分判定の仕方 

  2018年4月1日から2019年3月末までの１２か月間において、小学校就学前の障害

児の延利用人数を全障害児の延べ利用人数で除して、2019年4月以降の報酬区分を

判断してください。 

（２）放課後等デイサービス 

ア 提出が必要な事業所 

（ア）区分１を算定している事業所（主たる対象が重症心身障害児の事業所は除く） 

（イ）現在、区分２を算定しているが、2019年4月からは区分１を算定する事業所 

※2019年4月以降引き続き区分２を算定する事業所においては提出の必要はありません。 

イ 区分判定の仕方 

  2018年10月1日から2019年3月末までの６か月間において、指標該当児の延利用人

数を、全障害児の延利用人数で除して、2019年4月以降の報酬区分を判断してくだ

さい。 

 

３ 看護職員加配加算の適用について（児童発達支援・放課後等デイサービス） 

（１）提出が必要な事業所 

ア 看護職員加配加算を算定している全事業所 

イ 新たに看護職員加配加算を算定する事業所 

（２）判定の仕方 

 2018年4月1日から2019年3月末までの１２か月間において、医療的ケアに関する判

定スコアにある状態のいずれかに該当する障害児又は医療的ケアに関する判定スコア

で８点以上の障害児の延べ利用人数を、開所日数で除して得た数により、児童の状況

を算定してください。 
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４ 児童発達支援事業所の人員基準について（経過措置終了） 

（１）提出が必要な事業所 

ア 児童発達支援のみ提供している事業所 

イ 多機能型の特例を適用していない多機能型事業所のうち、児童発達支援を提供し

ている事業所 

（２）「児童発達支援の人員配置基準の変更に伴う経過措置の終了について」（平成３１

年２月１９日、３０千保障福第２０８５号）（参考資料○）でお知らせしたとおり、

すべての児童発達支援事業所において新基準による人員配置が必要となります。人員

配置を確認しますので、資料を提出してください。 

 

５ 算定される単位数が増える加算等の届出について（障害児通所支援事業全体） 

  平成３１年４月適用分に限り、下記の締切りとします。 

 

６ 提出締切りについて 

  平成３１年４月８日 

  書式等については、後日電子メールでお知らせいたします。 

 

児童発達支援 

項目 対象 必要書類  

報酬区分 変更がある事業所 

様式第５号の２ 

別紙１（障害児

通所・入所給付

費の算定に係る

体制等状況一覧

表） 

別紙３（報酬区分に関する

届出書） 

その他

必要な

書類 

看護職員加算 

算定しているすべての

事業所・新たに算定す

る事業所 

別紙２（勤務形態一覧表）、

別紙１２（看護職員加配加

算に関する届出書）、利用者

一覧 

経過措置終了 

児発のみ行っている事

業所、特例によらない

多機能型 

別紙２（勤務形態一覧表） 

 

放課後等デイサービス 

項目 対象 必要書類  

報酬区分 

区分１の事業所 

2019．4～区分１に変

更する事業所 

様式第５号の２ 

別紙１（障害児通

所・入所給付費の

算定に係る体制等

状況一覧表） 

別紙４（報酬区分に関する

届出書）、利用者一覧 その他

必要な

書類 
看護職員加算 

算定しているすべての

事業所・新たに算定す

る事業所 

別紙１２（看護職員加配加

算に関する届出書）、利用

者一覧 

 

障害児通所支援事業所 

項目  必要書類  

算定される単位数が増える加算等の届出 
様式第５号の２ 

別紙１ 
その他必要な書類 

 


